
令和元年７月 1 日 

 

 

会  員  各  位 

 

一般社団法人 愛知県建設業協会 

     専務理事  大 西 克 義 

 

 

 

特定特殊自動車の使用に係る大気汚染の防止に関する 

要綱の施行について（通知） 

 

標記につきまして、このたび、名古屋市環境局地域環境対策部大気環境対策課長 

 

から、別紙のとおり「特定特殊自動車の使用に係る大気汚染の防止に関する要綱」を 

 

令和元年７月１日から施行する旨の通知及び建設作業現場に対し、立入検査を実施 

 

する場合の協力依頼がありましたので、お知らせいたします。 

 

以 上 

 

 参考 

  愛知県 オフロード法 

   https://www.pref.aichi.jp/soshiki/mizutaiki/tokuteitokusyujidousya.html 

 

  環境省 特定特殊自動車排出ガス規制法 

   http://www.env.go.jp/air/car/tokutei_law.html 

 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/mizutaiki/tokuteitokusyujidousya.html
http://www.env.go.jp/air/car/tokutei_law.html


31 環大環第 26-4 号 

令和元年７月１日 

一般社団法人 愛知県建設業協会 会員各位 

環境局地域環境対策部大気環境対策課長 

特定特殊自動車の使用に係る大気汚染の防止に関する要綱の施行について（通知） 

建設工事において、特定特殊自動車の使用に伴い発生するおそれのある大気汚染を防

止するために必要な措置を定めることにより、市民が健康で安全な生活を営むことがで

きる良好な環境を保全することを目的とし、別添のとおり、「特定特殊自動車の使用に

係る大気汚染の防止に関する要綱」を令和元年７月１日から施行することとしましたの

で、お知らせします。 

つきましては、本要綱の施行にあたり、本市公害対策室職員が貴社受注の建設作業現

場に対し、立入検査を実施する場合がありますので、ご承知おきください。 

記 

１ 策定の経緯 

平成１７年に設定した旧環境目標値は、一定の時期に見直しを行うこととされてい

ました。また、PM2.5 については、平成２１年に環境基準が設定されたものの、達成率

が低い状況であり、かつ市民の関心も高く環境基準達成に向けた取組が求められてい

ました。このようなことから、平成２７年９月に環境目標値の見直しと PM2.5 対策に

ついて、環境審議会へ諮問しました。 

専門部会での審議、パブリックコメントを経て得た第一次答申では、目標値達成に

向けた各種取組の一つに「建設機械等の対策」が挙げられており、市内の工事におい

て排出ガス対策型建設機械の使用を原則とするための方策を検討することとなりまし

た。 



２ 策定の目的 

特定特殊自動車の使用に伴い発生するおそれのある大気汚染を防止するために必要

な措置を定めることにより、PM2.5 をはじめとする環境目標値の達成及び市民が健康で

安全な生活を営むことができる良好な環境の保全を目的としています。 

３ 要綱の概要 

(1) 立入検査（排ガス測定の実施等）の実施規定 

建設工事において使用する特定特殊自動車の不適正な使用による大気汚染を防

止するため、本市職員（区公害対策室）による立入検査の実施について規定してい

ます。 

立入検査にあたっては、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関して必要な事項を

定める告示（平成 18 年 3 月 28 日経済産業省・国土交通省・環境省告示第 1号）に

規定する技術基準への適合状況の確認、適正な燃料の活用状況の確認及び排出ガス

の測定を行えることとしました。 

(2) 実施体制に係る規定 

各公害対策室は、立入検査等に係る事務、大気環境対策課は、事業者、関係機関

等との連絡調整に係る事務を担うことと規定しています。 

４ 留意事項 

(1) 立入検査（排ガス測定の実施等）の実施規定  

貴社受注の特定建設作業の現場に立ち入りを行いますので、ご承知おきください。

また、立入検査にあたっては、安全には特に留意し行うことを申し添えます。 

(2) 実施体制に係る規定 

立入検査の結果、排出ガス濃度が規制値を上回るなど不適正な事例が見受けられ

た場合にあっては、愛知県等の関係行政機関へ情報提供することがありますので、

ご承知おきください。 

５ その他 

名古屋市外で特定特殊自動車を使用する場合にあっても、「特定特殊自動車排出ガス

の規制等に関する法律」（オフロード法）の適用をうけますので、ご注意ください。 

（環境局大気環境対策課大気騒音係 足立、山田 電話 972-2674） 



特定特殊自動車の使用に係る大気汚染の防止に関する要綱 

（目的） 

第１条  

この要綱は、建設工事において、特定特殊自動車の使用に伴い発生するおそ

れのある大気汚染を防止するために必要な措置を定めることにより、市民が健

康で安全な生活を営むことができる良好な環境を保全することを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条  

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

(1)建設工事 

建設業法第２条第１項に規定する「建設工事」をいう。 

(2)特定特殊自動車 

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第二条第一項に規定するも

のをいう。 

（立入検査等） 

第３条  

(1) 特定特殊自動車の検査等 

名古屋市（以下「本市」という。）は、事業者が建設工事において使用す

る特定特殊自動車に関し、以下の検査等を実施することができる。また、当

該検査の結果、大気汚染防止上の見地から必要な指導を実施することができ

る。 

 ア 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関して必要な事項を定める告示（平

成18年3月28日経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号）に規定する技

術基準への適合状況 

 イ 同告示に規定する適正な燃料の活用状況 

 ウ 排出ガスの測定 

 エ その他、建設工事において大気汚染を防止する上で必要な事項 

(2) 前号ウに規定する排出ガスの測定にあたっては、本市は、「特定特殊自動車

排出ガス測定事前調査票」（様式１）により事前調査を行い、「特定特殊自動

車の使用に係る大気汚染の防止に関する要綱に基づく立入検査通知書」（様式

２）により、対象者に通知するものとする。 

(3) 本市は、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律及び本要綱の周知

・啓発に努めるものとする。 



（実施体制） 

第４条  

各公害対策室は、第３条に規定する事項について実施する。 

大気環境対策課は、必要に応じ事業者、関係機関等との連絡調整を行う。 

（その他） 

第５条  

この要綱に定めのない事項については、別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和元年７月１日から施行する。 



（様式１） 

特定特殊自動車排出ガス測定事前調査票 

  区公害対策室 

記入者          

注：レンタルなど使用者と所有者が異なる場合（リースを除く）：レンタル会社名を記載 

車名・型式 

製造年月日 年  月  日 定 格 出 力 ｋｗ 

表示の種類 技術基準適合表示（    年）・少数特例表示（    年）・確認証（    年）

注 ： 車 名 ・ 型 式 は 、 測 定 対 象 車 の 車 体 の 表 示 等 と と も に 、 環 境 省 web ペ ー ジ
（http://www.env.go.jp/air/car/tokutei_law.html）の「[5]型式指定等の状況について」の型式届出特定特殊
自動車一覧を参照して記載する。 
注：対象機器の銘板により、確認が難しい場合にあっては、自主検査記録表（労働安全衛生法）などにより確認

すること。 

※可能なら測定対象車の写真（全景、排出口、操縦席（アクセル・エンジンメータ）等）を撮影する。 

使 用 者 注

( 法 人 の
場合は名称)

建設工事の
名 称

使 用 者 の
所 在 地

使用場所の
所 在 地

名古屋市 

現 場 担当 者 所属           氏名           ℡   －   －   

停車・測定
場所 

広さ（ 適  不適） 注：十分な広さが確保できること(４ｍ四方程度)

100V 電源（有・無）  電源がある場合：電源までの距離（     ｍ） 

測 定 車 両

ふかし抑制機能（エコモード等）   （ 有・無 ） 

回転計（ 有・無 ） 

適合シール（ 有・無 ） 

燃料の種別（ 軽油  その他 ） 注：燃料購入伝票の提示を求めること

排 気 管

長さ（   ｍ）  内径（   ｍ） 

屈曲（ 有・無 ） 有の場合  排気管に真っ直ぐ挿入できる長さ（   ｍ） 

注：排気管内径の３～６倍の長さが確保できるか。 

注：排気管は外気が混入しない構造か。 

地面から排気管口までの高さ（   ｍ） 

排気管までの乗降方法（乗降不要・ステップ・脚立） 

注：安全かつ確実に採取できること（高所３ｍ以上は避けること） 

<測定にあたって> 

１ 測定機材(発電機を含む)の搬入路及び設置場所を確保して下さい。 

２ 測定対象車の安全停車(安全装置のロック、車輪式の場合の歯止め、必要に応じカラーコーン等)を依頼し

て下さい。 

３ 無負荷急加速操作(測定前の 3 回の空吹かし、3 回の加速操作)及びエンジン回転数の確認を依頼して下さ

い。 



（様式２） 

令和  年  月  日 

            様 

名古屋市 区公害対策室長 

特定特殊自動車の使用に係る大気汚染の防止に関する要綱に基づく 

立入検査通知書 

特定特殊自動車の使用に係る大気汚染の防止に関する要綱（以下「要綱」とい

う。)第４の規定に基づき、下記のとおり立入検査を行うので通知します。 

記 

１ 日時 

令和  年  月  日   時  分～ 

２ 場所 

（名古屋市 区       ） 

３ 検査職員 

区公害対策室 技師     

４ 検査内容 

要綱第３条の規定による特定特殊自動車の排出ガス測定 

５ その他 

(1)本工事で使用されている特定特殊自動車について排出ガス測定を行う際、当該特

定特殊自動車の作業の一時中止をお願いします。 

(2)対象となる機器の操作等をお願いします。 

(3)検査時は関係者の立会をお願いします。 

本通知書、立入検査についてのお問い合わせ先 

区公害対策室（  部公害対策担当） 

所在地：  区    

電 話：  

ＦＡＸ：  

E-メール：  



















・対象：低騒音型･低振動型･排出ガス対策型･低炭素型建設機械及び特定特殊自動車 

への買い替えで、以下の条件に該当するもの 

・融資限度額：3,000 万円／年 

・金利：1.3% 

・返済期間：7 年間（返済据置期間1 年間を含むことができます。） 

・国の補助金等との併用可（ただし、補助金相当分は融資対象額から除外） 

・必要な添付書類：カタログ、見積書、周辺地図、買替え元車両等の確認書類（車検証等）

※ その他、申請書・計画書等名古屋市が様式を定める書類の提出が必要です。 

また、取扱金融機関において、別途書類の提出が必要となる場合があります。 

重重機機等等のの買買いい替替ええにに
融融資資ををごご利利用用下下ささいい。。

名古屋市が半額利子補助します！※EV,HV,FCV式の場合は全額補助

国土交通省策定 

・低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程

・排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程

又は第３次排出ガス対策型建設機械指定要領 

・低炭素型建設機械の認定に関する規程又は燃費基

準達成建設機械の認定に関する規程 

これらの規定等に基づき指定等さ

れた重機等に合致しないものか

ら、合致するものへの買い替えが

対象となります。 

・特定特殊自動車排ガスの規制等に関する法律 

基準適合表示の付されていないも

のから、付されているものへの買

い替えが対象となります。 

環境保全・省エネルギー設備資金融資のご案内

名古屋市内の中小企業・個人事業主の皆さまへ

（銀行）みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、北陸銀行、大垣共立銀行、

十六銀行、三重銀行、百五銀行、愛知銀行、名古屋銀行、中京銀行、第三銀行

（信用金庫など）岐阜信用金庫、愛知信用金庫、岡崎信用金庫、いちい信用金庫、瀬戸信用金

庫、豊田信用金庫、碧海信用金庫、西尾信用金庫、蒲郡信用金庫、中日信用金庫、東春信用金

庫、商工組合中央金庫

取扱金融機関



さまざまな環境保全対策にご利用になれます 
名古屋市環境保全・省エネルギー設備資金融資は、中小企業の方々の環境保全対策を支援

するために、名古屋市環境局が行っている融資制度です。金利は 1.3%ですが、支払った

利子に対して、名古屋市からの補助が受けられます。低騒音型建設機械等への買い替えの

ほか、次の用途でご利用いただけます。 

利子補助 用 途 

全額補助 

ハイブリッド・電気自動車等の購入、充電・充填設備等の設置 

公害防止設備の購入・設置・改造、石綿の除去・飛散防止工事 

公害防止のための名古屋市内での事業場の移転 など 

半額補助 
省エネ設備への入替、太陽光発電設備の設置、最新の排ガス規 

制に適合した貨物自動車又は乗合自動車への買替 など 

補助なし 名古屋市内から市外への事業場の移転 など 

※ 利子のほかに、取扱金融機関の判断で名古屋市信用保証協会の保証が必要になることがあります。 

その場合、保証料が別途必要です。（名古屋市信用保証協会 <TEL>052-212-3011） 

申し込みから融資までの流れ 

※１ 融資申込から融資の決定まで、１～２ヶ月程度必要となります。 

※２ 契約は、④ 融資の決定を受けた後に行ってください。決定前の契約分は融資対象外です。 

お問合せ先 

名古屋市環境局大気環境対策課（市役所東庁舎５階）

〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目１番１号 

<TEL> 052-972-2674  <FAX> 052-972-4155 

電子メール：a2674@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

このリーフレットは、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。 

事

業

者金
融
機
関

名
古
屋
市

③ 融資の申し込み 

⑥ 貸付依頼 

① 環境保全計画の認定申請 

④ 融資の決定 

⑤ 着手届の提出 

⑧ 完了届の提出 

② 環境保全計画の認定 

⑦ 資金の貸付 

詳細は名古屋市公式

ウェブサイトで 

（http://www.city.nagoya.jp/）

資金融資 

（平成 31年 4月 現在）


